
仙台市外への転出届は
窓口に行かなくてもOK!

混雑を避けてご来庁いただくか、ご来庁いただかなくても可能な手続き方法をぜひご利用ください。

一部の証明書は
窓口以外で取得可能！

オンライン
マイナンバーカードを利用して、
マイナポータル等Webサイトか
ら転出の届出ができます。

郵送
必要な書類をお送りいただくこ
とで、転出の届出ができます。

詳しくは仙台市ホームページをご確認ください。

詳しくは仙台市ホームページをご確認ください。

コンビニ 郵送
利用者証明用電子証明書が有効な
マイナンバーカードが必要です。
●住民票の写し
●印鑑登録証明書
●戸籍証明書　
　（住所と本籍がいずれも仙台市の方）　      など

●住民票の写し
●戸籍証明書　など
※印鑑登録証明書は取得不可

(宮城総合支所・秋保総合支所では実施しません)

詳しくは仙台市
ホームページを
ご確認ください。
仙台市 住所変更 検索届出の内容によっては区役所での手続きを

ご案内する場合があります。

各区役所戸籍住民課

混雑を避け、
スムーズな手続きを！

窓口開設
日曜日

午前8時30分から
  　　午後6時まで（通常は午後5時まで）窓口延長

平  日 3月25日月から
　　4月8日月

午前9時から午後3時まで

3月31日日
 ・4月7日日

仙台駅前サービスセンターは、
平日の窓口延長のみ実施します。

対象窓口 取扱業務
住民異動届の受付及び

それに伴う国民健康保険、
国民年金、介護保険の
住所変更届の受付など
取扱業務に限りがあります。
詳しくは裏面をご確認ください。

窓口の待合状況を
Webサイトで
確認できます！

パソコンやスマートフォンから、各
区役所戸籍住民課の窓口の待合状況
を確認できます。
また、呼び出し順が近くなったことを
メールでお知らせすることもできます。

☎ 022－398－4894
受付時間　午前８時から午後８時まで（土日祝日は午後５時まで）

仙台市総合コールセンター
杜の都おしえてコール

年中無休制度や手続きに関する
お問い合わせは

こちらをご利用ください
よくある質問と回答（FAQ）を掲載しています。URL:https://faq.callcenter.city.sendai.jp/

仙台市からのお知らせ

引っ越しシーズン（3月・4月）は、
区役所の窓口が大変混雑します。



※他市町村や他機関への問合せが必要な場合など、内容によりお取り扱いできないものがあります。
※上記以外の各種手続きは、各区役所の通常の窓口開設時間(平日午前8時30分～午後5時)にご来庁ください。
　なお、社会保険等から国民健康保険への切替、厚生年金等から国民年金への切替、児童手当、子ども医療費助成等、
郵送による手続きが可能な制度もございますので、詳しくは仙台市ホームページでご確認いただくか、または各区
役所にお問い合わせください。

　制度によっては、申請が遅れると、遅れた月分の手当や助成等が受けられない場合もございますので、お早めの
手続きをお願いいたします。

※仙台駅前サービスセンターの上記以外の手続き(住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書等の交付)
の窓口開設時間は、通常どおり平日午前8時30分～午後7時、土曜・日曜日午前8時30分～午後5時となります。

※窓口での手続きは時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。
※体調不良や発熱などの症状がある場合は、無理をせず外出を控え、郵送等のご来庁いただかなくても可能な手続き
方法をご利用いただくなど、感染症拡大防止にご協力をお願いいたします。

取扱業務など詳細は、下記までお問い合わせください（市外局番 022）
青 葉 区 役 所　☎225－7211（代表）
太 白 区 役 所　☎247－1111（代表）

宮城野区役所　☎291－2111（代表）
泉 区 役 所　☎372－3111（代表）

若 林 区 役 所　☎282－1111（代表）
仙台駅前サービスセンター　☎223－5255（直通）

〈注意事項〉

●窓口で届出する方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等）
●転出証明書（前住所地の市区町村から交付された方のみ）
●マイナンバーカード、住民基本台帳カード（お持ちの場合、住所異動する方全員分）
●特別永住者証明書、在留カード（お持ちの場合、住所異動する方全員分）
●国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種医療助成の受給者証
（お持ちの場合、住所異動する方全員分）

住民異動届に必要なもの

●住民異動届の受付及びこれに伴う国民健康保険、国民年金、介護保険の
住所変更届の受付

 （社会保険等から国民健康保険、厚生年金等から国民年金への切替等の手続きはできません。）
●マイナンバーカード・電子証明書の交付
 （転出または転居される方のうち、事前にマイナンバーカードの取得申請を行い、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付通知書がお手元にある方が対象となります。）
●住民票の写し・印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書等の交付
●印鑑登録
●戸籍届の受付
 （本籍地及び住所地に確認が取れない場合、お預かりするのみとなります。）
●転入学児童生徒の学校指定

●住民異動届の受付及びこれに伴う国民健康保険、国民年金、介護保険
の住所変更届の受付

　（新住所または旧住所が青葉区の方が対象となります。また、社会保険等から国民健康保険、　
　　　　　　　　　　　　  　厚生年金等から国民年金への切替等の手続きはできません。）

●印鑑登録

各区役所
戸籍住民課

平日窓口延長・日曜日窓口開設時の取扱業務

仙台駅前
サービスセンター

窓　口 取扱業務（住所の変更に伴う手続きのみ） 平日の
窓口延長

日曜日の
窓口開設

○ ○

○ ×
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